






















 勅使河原 彰 様 

 

 日頃より、くぬぎ山地区の自然再生にご協力いただき、誠にありがとうござ

います。 

 勅使河原様の公開質問状のご質問のうち２の（１）及び３については、知事

の指示により私から回答させていただきます。 

 

 まず、２の（１）「平成２９年度に「くぬぎ山地区自然再生実施計画」を策定

することになっていたが、協議会に話をせずに自然環境調査を実施している。

この原因を調べるとともに責任の所在を明確にすること」についてです。 

 自然再生推進法第７条に基づき政府が定めた自然再生基本方針（以下「基本

方針」という。）によれば、自然再生事業実施計画（以下「実施計画」という。）

の作成に当たっては、地域の自然環境等に関する最新のデータに基づくことが

求められております。 

 自然再生推進法第９条第３項及び基本方針により、実施計画の案は自然再生

協議会（以下「協議会」という。）で協議することになっていますが、実施計画

の案を作成するために必要な最新のデータの収集まで事前に協議することは義

務付けられておりません。 

 このため、みどり自然課では、実施計画案を作成する手順の第一歩として平

成２９年度予算において自然環境調査費用を計上し、実施計画案の作成者とし

て自然環境調査を進めております。 

 この点について、みどり自然課は法的には必ずしも協議が義務づけられてい

ないとはいえ、これまでの経緯を考慮すれば事前にお話をするべきであったと

反省しております。 

 私も、同様に考えることから、今後は一層の意思疎通を図るよう、みどり自

然課を指導してまいります。 

 

 次に、３の（１）「平成２９年度の自然環境調査は、自然再生事業実施期間中

のモニタリングとしての位置付けであり、その結果を実施計画に反映させるべ

きである。また、自然環境調査に関する具体的な計画については、協議会で協

議する必要があるが、今後どのように進めるつもりなのか」についてです。 

 今回の自然環境調査は、基本方針に定められているとおり、自然環境に関す

る最新のデータに基づき実施計画案を作成するために行っており、自然再生事

業実施期間中のモニタリングとして実施している訳ではありません。 



 今後は、この調査結果などを踏まえ、実施者である県、川越市、所沢市、狭

山市、三芳町が協力して実施計画案を作成していきたいと考えております。 

 自然環境調査の結果を踏まえて作成した実施計画案については、自然再生推

進法に基づき、協議会において協議していただく予定です。 

 なお、モニタリングの時期や頻度等についても、実施計画案に記載した上で、

協議会において協議し、実施計画の策定後には、これに基づき実施してまいり

ます。 

 

 次に、３の（２）「平成２９年度の自然環境調査は公有地のみで実施している

が、過去に行ったくぬぎ山地区全域調査と比較ができることなどから、全域で

の調査が必要である」ことについてです。 

 くぬぎ山地区全体を調査するためには地権者約６００人の同意が必要となり、

膨大な時間を要してしまいます。 

 そこで、速やかに自然環境調査を実施し実施計画案を作成するため、今回の

調査では公有地のみを対象にしました。 

 また、運営委員会や調査受託事業者の意見を踏まえ、一部の民有地も調査対

象に加えて調査を行っております。 

 調査地点は、くぬぎ山地区内に幅広く分布しているため、それぞれの調査デー

タを突合することで実施計画案を作成するのに必要な情報は把握できると調査

受託事業者からの意見も得ております。 

 

 次に、３の（３）「くぬぎ山地区内にある、保全管理活動を継続している樹林

地でも、活動成果を明らかにするための調査を実施すべき」についてです。 

 今回の調査は自然再生活動地での活動成果を明らかにすることに主眼を置い

たものではありませんが、平成２２年度から保全管理活動を行っている自然再

生活動地は、すべて公有地なので、今年度の自然環境調査の対象地となってお

ります。 

 

 次に、３の（４）「実施計画検討に必要な社会的状況の調査について、今年度

の自然環境調査の中での実施状況を明らかにしてほしい」についてです。 

 今年度行っているのは、あくまでも自然環境の調査です。 

 社会的状況に関しては、既存のデータなども活用しながら最新の状況を把握

した上で実施計画案を作成してまいります。 

 



 最後に、３の（５）「自然環境調査の実施に際しては早春期の調査資料の収集

が不可欠だが、早春期の現地調査を見込んでいるのか」についてです。 

 運営委員会等での御意見を踏まえ、今年度実施している自然環境調査の調査

地点において、早春期の調査も行う予定です。 

 

 県といたしましては、自然環境調査の実施をもって、実施計画案作成の第一

歩を踏み出したと考えております。今後は県と地元市町とが協力して実施計画

案を作成し、協議会と協議してまいりたいと考えております。 

 

 自然環境調査の実施について事前に協議会にお伝えせず、また実施計画案本

体の作成に着手できなかったことから、勅使河原様に不信感を抱かせてしまい

ました。この場を借りてお詫びいたします。 

 今後とも勅使河原様におかれましては、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

 時節柄、くれぐれもご自愛ください。 

 

 平成２９年１２月２７日 

 

                     埼玉県環境部長 宍戸 信敏 


